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平成19年１月23日（火曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○地域生活行政及び福祉保健行政に関する調査

○その他報告事項

・平成18年の本県における交通事故の発生状況

について

・文化振興施策の推進について

・宮崎交通のバス路線廃止に係る対応方針につ

いて

・貨物船「南王丸」の週２便細島寄港及び東京

直行の開始について

・スカイネットアジア航空に対する産業再生機

構の支援終了について

・鳥インフルエンザへの対応状況等について

・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律の一部改正について

・ 障害者の就労に関する調査報告書」について「

出席委員（８人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 宮 原 義 久

委 員 川 添 睦 身

委 員 黒 木 次 男

委 員 井 本 英 雄

委 員 内 村 仁 子

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

地域生活部

地 域 生 活 部 長 村 社 秀 継

地域生活部次長 黒 岩 正 博（文化・啓発担当）

地域生活部次長 黒 木 康 年（地域政策担当）

地域生活部次長 山 田 教 夫（交通・情報・国際担当)

部参事兼生活・文化課長 日 高 勝 弘

交 通 安 全 対 策 監 湯 地 幸 一

文化・文教企画監 岡 村 巌

総 合 交 通 課 長 加 藤 裕 彦

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 河 野 博

福祉保健部次長 田 中 六 男（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長 山 内 正 輝（保健・医療担当）

部参事兼福祉保健課長 内枦保 博 秋

児 童 家 庭 課 長 松 田 豊

障 害 福 祉 課 長 靍 田 歳 明

衛 生 管 理 課 長 川 畑 芳 廣

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

健康増進課部副参事 瀧 口 俊 一

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 野 間 純 利

総 務 課 主 任 主 事 児 玉 直 樹

ただいまから生活福祉常任○中野一則委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○中野一則委員長

いたします。なお、本日の執行部の出席につき
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ましては、部長及び次長は全員出席であります

が、その他につきましては、報告事項に関係の

課長及び対策監のみの出席となっておりますの

で、あらかじめ御了承をお願いいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

報告事項の説明を求めます。なお、委員の質

疑は執行部の説明がすべて終了した後にお願い

いたします。

それでは、お手元に配付○村社地域生活部長

しております生活福祉常任委員会資料により御

説明させていただきたいと思います。

表紙をめくっていただきまして目次をごらん

いただきたいと思います。今回の報告事項は５

。 、 、件でございます まず 第１点でございますが

平成18年の本県における交通事故の発生状況に

ついてでございます。昨年の県内における交通

事故発生状況は、件数、負傷者数とも減少した

わけでございますけれども、死者数が18名増加

しておりまして、増加率で全国ワースト３とな

。るなど依然として大変厳しい状況でございます

本日はその概要について御説明いたします。

次に、２点目でございますが、文化振興施策

。「 」の推進についてであります 文化情報みやざき

「 」ホームページや みやざきアーティストバンク

の募集など文化振興施策の推進状況につきまし

て御説明をいたします。

次に、総合交通に関しまして３件御報告いた

します。まず、第１点目は、宮崎交通のバス路

線廃止に係る対応方針についてでございます。

昨年の６月、宮崎交通から申し出のありました

バス路線の廃止につきまして、このたび宮崎県

バス対策協議会の対応方針がまとまりましたの

で、御報告をいたします。

次に、２点目でございますが、貨物船「南王

丸」の週２便細島寄港、東京直行開始について

でございます。貨物船「南王丸」につきまして

は、昨年８月から週１便、細島港に寄港してお

りましたけれども、県からの引き続きの要請に

こたえていただきまして、今月22日、きのうの

ことでございますけれども、きのうから細島寄

港を週２便に増便するとともに、大阪への寄港

をやめまして、細島港から東京直行便となりま

したことから、その概要を御説明いたします。

次に、３番目でございますけれども、スカイ

ネットアジア航空に対する産業再生機構の支援

終了についてでございます。産業再生機構にお

きましては 去る12月26日 保有するスカイネッ、 、

トアジア航空の全株式を宮交エアグランドサー

。ビス株式会社に譲渡するとの決定を行いました

この決定によりまして、スカイネットアジア航

空に対する産業再生機構の支援が終了すること

になりますことから、その概要を報告するもの

でございます。

以上の報告事項の詳細につきましては、担当

課長から説明いたします。私からの説明は以上

でございます。

平成18年の本県におけ○湯地交通安全対策監

。る交通事故の発生状況について説明いたします

資料の１ページをお開きください。この資料

は警察本部の分析結果に基づき、作成しており

ます。資料の中で、平成18年の死者数を除く数

値等につきましては概数でありますので、その

点、御了解をお願いいたします。まず、１の交

通事故発生状況の推移をごらんください。表の

左端、上から２段目の発生件数、３段目の負傷

者数はともに前年を下回っております。一番下
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の死者数につきましては96人で、全国的には51

年ぶりに6,000人台前半と大幅に減少する中、本

県は平成17年に比べ大幅に増加し、18人の増と

なっております。

次に、２の交通事故の死者、重傷者の年別推

移をごらんください。この表には過去５年間の

死者数と重傷者数及びそれらの全死傷者数に占

める比率を年別に示しております。表の上から

３段目にある重傷者数の欄をごらんください。

平成14年以降増減を繰り返しておりますが、右

端の平成18年は461人と、前年に比べ大幅に減少

しております。一番下の段をごらんください。

身体に大きなダメージを受けた負傷者が結果と

して死者数の増減に大きく影響していることを

踏まえ、死者数と重傷者数の合計とその全死傷

者数に占める比率を年別に示したものでありま

す。平成14年の8.1％から平成18年の4.4％まで

毎年着実に減少していることが御理解いただけ

ると思います。

次に、３の交通死亡事故の特徴をごらんくだ

さい。まず、原因別では （１）に記載しており、

ますとおり、わき見など、ハンドル・ブレーキ

操作不適及び安全不確認を原因とする死者の割

合が83％と大部分を占めております。年齢別で

は （２）に記載しておりますとおり、高齢者の、

死者の割合が46％と約半数を占めております。

また、飲酒絡みの事故による死者が （３）に記、

載しておりますとおり、全体の13％を占めてお

。 、（ ） 、ります 次に ４ に記載しておりますとおり

四輪車乗車中の死者52人のうち約半数の24人の

。方がシートベルトを着用しておりませんでした

最後に、道路横断中などの死者は （５）に記載、

しておりますとおり、歩行者が27人、自転車乗

りが８人、犠牲者となっております。

続きまして、４の交通死亡事故の主な原因を

ごらんください。死亡事故の原因のトップがわ

き見など、次がハンドル・ブレーキ等の操作不

適となっております。運転者のちょっとした不

注意が重大な結果につながっているものと思わ

れます。

資料の説明は以上のとおりでございますが、

、 、先ほど部長も言いましたように 死者が急増し

その増加率が全国ワースト３位という残念な結

果となったことを県といたしましては厳しく受

けとめております。特に近年、年間死者の約半

数を占めている高齢者の死者数の推移を厳しく

受けとめ、本年も高齢者を中心とした体験型の

交通安全教育に取り組むこととしております。

また、警察が行う事故分析結果を県民に対して

タイムリーに発信するなど、昨年にも増して警

察や市町村を初めとする関係機関・団体との連

携を強化し、県民の交通安全意識の高揚に努め

てまいる所存でございます。

以上で説明を終わらせていただきます。

それでは、文化振興○岡村文化・文教企画監

施策の推進につきまして御説明させていただき

ます。

。常任委員会資料の３ページをお開きください

昨年３月に策定いたしました新しい本県の文化

振興ビジョンに基づきまして、県民の方だれも

が気軽に文化を楽しめる環境づくり、また文化

を担う人づくりを目指しまして、文化振興に係

る新たな取り組みを推進しておりますので、御

説明させていただきます。まず、１番のアーテ

。ィストバンク基盤整備事業についてであります

県内各地におきまして、日ごろ文化に触れる機

会が少ない地域等においても県民に文化を鑑賞

する機会を提供し、また県内で活躍するアーテ

ィストに対して芸術文化活動の発表機会を拡充

するため、県内のアーティストを登録、また紹
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介し、出前公演などを促進する仕組みでありま

すアーティストバンクを推進しているところで

あります。当事業につきましては、県とＮＰＯ

との共同事業として実施しておりまして、宮崎

文化本舗が事務局になっております （１）の登。

録アーティストについてでありますが、プロ、

アマを問わず、県内の個人、グループ、団体等

を幅広く募集しております。また、分野につき

ましても、音楽を初め、写真、演劇、美術など

さまざまなニーズにおこたえできるようにして

いきたいと考えております （２）の活動内容で。

ございますが、本年度はアーティストの募集、

登録、広報及び出前公演の試行等を行うことと

しておりまして、そのような中で運営上の課題

等を整理いたしまして、平成19年度から本格稼

働する予定としております。

なお、現在、登録を呼びかける広報活動を一

、生懸命やっているところでございますけれども

添付資料にございますとおり、１月末には県内

３地区に分けまして県内各地で事業説明会を予

定しております。このようなアーティストバン

クの整備によりまして、病院や学校、公民館な

どへの出前公演が促進され、子供から高齢者、

また障がい者の方等含め、県内全域で芸術文化

に親しめるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、２番目の元気になる文化情報発信事業

であります。これは、本年度の新規事業といた

しまして、文化情報のワンストップサービス化

を目指しまして事業を推進しているものであり

ます。県民の方がより文化に親しみ、豊かで潤

いのある生活が送れるように、県内の文化イベ

ント情報とか県内文化振興事業等の各種の情報

を一括して掲載したホームページを12月20日に

開設したところでございます （１）の主な掲載。

内容でございますけれども、県内のさまざまな

文化イベント情報、県の文化行政担当課の所掌

事務とか、文化施設、また文化団体等のホーム

ページへのリンクの欄等 さまざまな内容となっ、

ております （２）の情報収集・提供につきまし。

、 、 、ては 県庁内の情報はもちろんですが 市町村

文化施設、また文化団体等に幅広く情報提供を

、 、お願いしておりまして それらの情報を集約し

随時更新を行いながら、県内各地の文化情報を

タイムリーに提供できますよう努めているとこ

ろであります。なお、別添資料として「文化情

報みやざき」のトップ画面を添付しております

が、左上のカレンダーの日付をクリックしてい

ただきますと、その日の文化行事がすべて表示

されるというようなこととか、クリックしてい

ただくと次の情報に行く欄等もございます。使

いやすい仕組みとなっておりますので、これは

県庁のホームページのトップ画面からアクセス

できるようになっておりますので、ぜひごらん

いただければと思います。

文化振興施策の推進につきましては、以上で

ございます。

御説明いたします。○加藤総合交通課長

委員会資料の５ページをお開きください。宮

崎交通のバス路線廃止に係る対応方針について

であります。昨年６月、宮崎交通から宮崎県バ

ス対策協議会に対しまして次のとおり申し出が

ございました。廃止対象は13系統20区間、関係

市町村は、本県県北地域の８市町村と熊本県の

１町の計９市町村でありまして、廃止の時期は

本年４月１日からということでありました。

この申し出に対するこれまでの取り組みであ

りますが、県バス対策協議会では関係する３つ

の地域分科会ごとに関係市町村、国、県、宮崎

交通で構成するバス路線対策会議を設置しまし



- -5

て対応を検討してまいりました。①に記載して

いますように、各路線の利用状況を把握するた

め、宮崎交通から提供されたデータの分析や市

、町村職員が実際にバスに乗り込んでの実地調査

さらに沿線住民へのアンケート調査を行い、利

。用される時間帯や区間などの確認を行いました

また、必要に応じ、自治会座談会を開催し、住

民から直接バスに対する要望について聞き取り

を行いました。次に、②ですが、利用状況や住

民の利便性、新たに発生する自治体の財政負担

等を踏まえ、対応策の検討を行いました。具体

的には、宮崎交通が引き続き運行するための条

件の整理、コミュニティバスなどの代替交通手

段の検討、あるいは存続する場合の運行区間や

運行回数の検討などを行いました。また、バス

路線の維持確保には利用促進が重要ですので、

そのための方策の検討もあわせて行っていると

ころでございます。これらのバス路線対策会議

での検討結果について、今月15日に開催いたし

ました県バス対策協議会におきまして各地域分

科会から報告を受け、県バス対策協議会として

の対応方針を決定したところです。

その対応方針ですが、申し出のあった13系統

のうち、廃止した場合、住民生活に影響が大き

い８系統については、宮崎交通に補助すること

やコミュニティバスを運行することによりバス

路線を存続させることといたしました。このこ

とにより住民生活に必要な交通手段の確保が図

られたものと考えております。なお、残りの５

系統については利用者が少なく、利用ができる

他の系統があるなどの理由から、廃止もやむを

得ないとしたところです。

次のページをお開きください。今回の廃止対

象路線を３つの地域に分けて記載しております

、 。 、が 主なものについて御説明いたします まず

延岡地域です。延岡地域では７つの系統につい

て廃止の申し出がなされましたが、このうち、

３つの系統が存続することになりました。１番

、 、の延岡―熊田―黒内という系統ですが これは

延岡市内から北川町中心部を経由して大分県境

の黒内地区までを結ぶものでありまして、大分

行きの特急バスを除いては唯一の路線バスであ

ります。この系統は２つの区間に分けて対応策

を講じ、存続させることとなりました。まず、

小学生の通学や高齢者の通院などで利用の多い

延岡―熊田間については、土曜、日曜、祝日の

便数を減便した上で延岡市が宮崎交通に運行欠

損額の補助を行い、存続いたします。次に、熊

田―黒内間につきましては、現在、北川町が直

営で運行しておりますコミュニティバスの路線

を一部変更いたしまして、沿線住民の交通手段

を確保いたします。

次に、日向地域です。日向地域では４つの系

統について廃止の申し出がなされましたが、３

つの系統が存続することとなりました。９番の

ロックタウン日向―南郷温泉―神門ですが、こ

れは、日向市内から旧東郷町の中心部を経由し

て旧南郷村までを結ぶ系統であります。この系

統と８番の系統が廃止されますと、旧東郷町と

旧南郷村を結ぶ路線バスがなくなり、日向市内

の高校への通学や高齢者の通院に大きな影響が

出ることが懸念されましたが、これについては

国と県の補助制度を活用した上で日向市と美郷

町が宮崎交通に運行欠損額の補助を行い、存続

を図ることとなりました。

次に 西臼杵地域ですが 廃止の申し出があっ、 、

た２つの系統のいずれについても存続すること

となりました。これらの系統は高千穂町から五

ヶ瀬町中心部を通り、熊本県山都町を経由し、

。五ヶ瀬町の波帰地区までを結ぶものであります



- -6

これらが廃止されますと、主として五ヶ瀬町の

小中高校生の通学や高齢者の通院に大きな影響

が出ることが懸念されましたが、区間を２つに

分けて交通手段を確保することとなりました。

まず、比較的利用の多い高千穂―五ヶ瀬町病院

間につきましては、県の補助制度を活用した上

で高千穂町と五ヶ瀬町が宮崎交通に運行欠損額

の補助を行い、存続を図ります。次に、五ヶ瀬

町病院―波帰間につきましては、ことしの９月

末までは当面五ヶ瀬町が宮崎交通に運行欠損額

の補助を行い、存続を図った後、10月からは五

ヶ瀬町がコミュニティバスを運行させて住民の

交通手段を確保することとしています。なお、

、このコミュニティバスの導入に当たりましては

県の地域バス再編支援事業を活用することとし

ており、現在、町において運行計画の策定など

を急いでいるところです。

今回のバス路線の廃止申し出に対する対応方

針につきましては以上のとおりですが、バス事

業者を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、今

後バス路線の維持をバス事業者のみに頼ること

は困難な状況にあると考えております。このた

め、これからはコミュニティバスなど、より低

コストで地域の実情に応じ、将来にわたって安

定的に運行できる交通システムを地域みずから

が構築していく必要があると考えております。

県としましては、今後ともそうした市町村の取

り組みを積極的に支援してまいりたいと考えて

おります。

次に ７ページをごらんください 貨物船 南、 。 「

王丸」の週２便細島寄港及び東京直行開始につ

いてであります。この「南王丸」は、１の「南

王丸」の航路再編に掲げております図のＡのと

おり、従来油津港から大阪、東京に向けて日曜

日と水曜日の週２便が定期運航されておりまし

たが、県からも要望を行いました結果、図のＢ

のとおり、昨年の８月20日から週１便日曜日に

油津港を出港する便が細島港に寄港するように

なりました。さらに、今回、図のＣのとおり、

昨日から週２便とも細島港に寄港することとな

り、またこれに合わせまして大阪港への寄港を

休止し、細島港から東京への直行便となりまし

た。

裏面８ページをごらんください。右上の表に

運航ダイヤを掲載しております。入出港時間の

欄の左側が入港時刻で右側が出港時刻です。ま

た、各曜日の欄の黒丸が油津港、細島港、東京

港への寄港を示しております。まず、油津港の

上の方の行をごらんください。油津港を日曜日

の深夜２時、つまり月曜日の午前２時に出港す

る便は細島港に月曜日の朝７時に入港し、同日

の午後２時に出港します。そして東京港に火曜

日の夜７時に到着いたします。次に、油津港を

木曜日の午後２時に出港する便は細島港に木曜

日の夜７時に入港し、同日の夜11時に出港しま

す。そして、東京港に土曜日の朝８時に到着い

たします。

７ページにお戻りください。２の「南王丸」

の概要ですが、運航主体は王子製紙の関連会社

でありまして 「南王丸」の輸送スペースの８割、

をチャーターしている王子物流株式会社と「南

王丸」を所有、運航している川崎近海汽船株式

会社であります。積み荷については、12メート

ルシャーシ換算で126台分の輸送能力を持ってお

りますが、上り荷は主に王子製紙の紙製品を輸

送しており、下り荷は王子製紙の原料や工場ボ

イラーの燃料となる廃タイヤチップを中心に輸

送しております。また、細島港からの積み荷に

つきましては、旭化成等の工業製品を中心に木

材や果汁類などで１便当たり12メートルシャー



- -7

シ35台程度、年間3,500台程度を見込んでいると

いうことであります。

最後に、３の今回の航路再編のポイントであ

りますが、この航路再編によりまして、17年６

月のカーフェリー京浜航路の休止以降途絶えて

いた本県から関東向けの直行航路が週２便体制

。 、「 」で運航されることとなりました また 南王丸

のこれまでの細島―東京の所要時間38時間が月

曜の細島発便で29時間、木曜の細島発便で33時

間に大幅に短縮されることとなりました。さら

に これまで細島港からの出港が日曜日のみだっ、

たものが平日の月曜日と木曜日に出港すること

となり、輸送能力の大幅な拡充と利便性の向上

が図られることになりました 「南王丸」につき。

ましては以上でございます。

次に、資料にはございませんが、前回の委員

会で御説明いたしましたブルーハイウェイライ

ン西日本のカーフェリー宮崎港就航計画につき

まして御報告いたします。これまで会社側の説

明としましては、ことし４月からの就航を希望

。 、しているとのことでありました しかしながら

地元志布志市や宮崎県側の関係先との調整に時

間を要するとの理由でことし10月からの就航に

計画を変更したいとの連絡がありましたので、

御報告いたします。

次に、委員会資料の９ページをお開きくださ

い。スカイネットアジア航空に対する産業再生

機構の支援終了についてであります。まず、１

の支援決定以降の主な経緯でありますが 平成16、

年６月に産業再生機構の支援が決定し、34億円

の出資や人材の派遣等により事業再生の取り組

みが行われてきました。17年４月には機体整備

を主体とした全日本空輸との業務提携を行い、

同年８月には第３路線となる長崎―東京線に就

航しました。そして、昨年４月からは全日本空

輸との共同運航が開始されました。さらに、昨

年８月と９月には機材トラブルが多かった２機

の機材を入れかえ、就航率の向上が図られたと

ころです。

このような取り組みの結果、２の最近の利用

状況の表の一番下の欄にありますとおり、３路

線合計の利用率は、本年度の上期、４月から９

月までは伸び悩んでおりましたが、機材入れか

え後の10月以降は10月が70.1％、11月が74.3％

と大きく改善しております。

次に、３の産業再生機構のＳＮＡ株式譲渡の

概要でありますが、このようにＳＮＡの事業再

生に一定のめどが立ったことから、産業再生機

、構ではＳＮＡに対する支援を終了することとし

昨年12月26日に産業再生機構が保有するＳＮＡ

株式を地元企業である宮交エアグランドサービ

。ス株式会社に譲渡することを決定いたしました

なお、宮交エアグランドサービスは、資料の一

番下にありますとおり、宮交ホールディングス

が出資し、設立された会社であります。今回の

決定において株式の譲渡先に地元企業が選定さ

れたことによりまして、ＳＮＡは今後とも地元

の航空会社として存続することとなりました。

県といたしましては、ＳＮＡには引き続き地元

に貢献する低運賃の航空会社として県民の利便

性向上や本県産業の活性化に貢献していただき

たいと考えております。

説明は以上でございます。

説明が終了いたしました。○中野一則委員長

質疑はありませんか。

アーティストバンクというのは宮○川添委員

崎県の底辺を強めて広くしていく基盤整備とし

てはいいことだと思います。文化庁がやってお

ります例えば古典の劇場だとかというものが博

多か熊本か鹿児島か、鹿児島も毎年は来ないと
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思いますが、宮崎は素通りなんです。例えば都

城の文化ホールができました。県立劇場は前か

らできているんですが、歌舞伎なんかやろうと

したときに、例えば花道がどうだとか、真ん中

のあれがないとか、不備な面はあるんです。そ

れはそれでどうするかというのを私、前から提

案しているんですが、ああいうものを臨時的に

花道を真ん中に入れるとか、そういうものをや

らないと、頭から宮崎の劇場はだめだというふ

うになってしまう。対応していすをどかしてで

もしますよという最低の条件整備をせんと、素

通りになるということなんです。底辺の話は、

前段はいいんですよ。年に１回でもいい、２回

でもいい、大きな地区で延岡でもやるとか、あ

るいは宮崎でやる、都城でやるという、会館が

なけりゃだけれども、都城もできたし、できる

と思うんです。そういう誘致運動、段取り、そ

ういうものがもう少し…… あきらめムードじゃ。

ないかと思うので、その辺はどうですか。

歌舞伎につきまして○岡村文化・文教企画監

は、ことし１回行われておりますけれども、確

かに御指摘のとおり、今の芸術劇場の施設では

花道は横の方しかとれないということで、十分

ではないということで、御指摘を受けて事務的

にいろいろ検討はしております。具体的には、

かなりの工事をやはり要するということでござ

いまして、他県の状況とかも勉強させていただ

いたりしているんですけれども、仮設の場合、

常設の場合、あるようなんですが、仮に仮設の

場合でも、座席を移動可能なものに取りかえる

経費とか、揚げ幕内の待機場所として確保する

ためには一定の工事をしてそのあたりを確保し

ないといけないということ、また仮設にした場

合は準備作業に大きな手間がかかる。いろんな

ことがありまして、かなりの予算規模が必要に

なってくるということで、まだ現在のところは

。なかなか具体化していないところでございます

今回も歌舞伎はこういう条件の中では芸術劇場

でやっていただいたんですが、今ある宮崎の芸

術劇場にしろ、ほかの都城のホールにしろ、そ

ういう中でそういうものがどういうやり方があ

るのかということについては引き続き一生懸命

勉強していきたいと考えております。以上でご

ざいます。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

綾なんか芸術家がえらく集まって○井本委員

いるという話は聞くんですけれども、私の私的

な感じなんですけれども、青島あたりを特区か

何かにして、あの辺の再生のためにもあの辺を

芸術家村とか何かしたらあの辺の雰囲気はいい

なといつも思っているんだけれども、これは宮

崎市が実際やらないかんようなことでしょうけ

れども、芸術家村というか、そんなものの構想

とかそういうものはないんですか。

今、御指摘の点は、○岡村文化・文教企画監

特に昨年作成いたしました文化振興ビジョンの

中でも、文化を生かした地域づくりというのは

一つの大きなテーマとして考えておりまして、

綾が一番そのいい例なんですけれども、そのよ

うなものができないかというのは、いろいろな

文化を考える懇談会とか持っておりますけれど

も、そういう中でも御意見がありますので、ま

だ具体化はしておりませんけれども、いろいろ

勉強していかなければいけないと考えておりま

す。

「南王丸」の貨物船のことについ○井本委員

てお聞きしますが、ＢからＣに変わったという

ことは、当然向こうは採算性が合うということ

であろうと思いますが、これに対して県は助成

は全くなしでやっているわけですね。
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今回の件につきまして、○加藤総合交通課長

「南王丸」については、上り荷、下り荷とも十

分荷があるということで、採算のとれる航路で

ございまして、特に県からのいろんな支援の要

請はございません。

わかりました。○井本委員

スカイネットアジアのことなんで○井上委員

すけれども、スカイネットアジアが就航すると

いう会社設立以降、県としては総額どのくらい

支援したことになりますか。出どころが違った

としてもです。

県からの補助金といたし○加藤総合交通課長

まして、就航支援ということで平成14年に８億

円、県から補助金を出しております。それと県

の関連します県中小企業等支援ファンドから２

、 。億円の投資 これは平成16年に出しております

県の関連する支援としては以上です。

スカイネットアジアに関して言え○井上委員

ば、今後どういう形になるかはまだ注目しない

といけないと思うんです。今後このままちゃん

といけるかどうかというのには疑問視する点も

いっぱいあるのでちょっとわからないんですけ

れども、今後県がスカイネットに対して何か支

援をしていくということについては一切考えて

いないというふうに理解していいですか。

今のところ考えておりま○加藤総合交通課長

せん。

わかりました。○井上委員

ほかにありませんか。○中野一則委員長

生活・文化課の交通事故の発生状○太田委員

況等の報告がありますが、これは既に議論済み

のことかもしれませんが、こういった交通事故

関係というと普通、警察業務かなと思って、生

活・文化課がこの業務を持った方がより効果が

上がるんだという存在の意義といいますか、そ

ういったのはどうでしょうか。この業務につい

て警察で本来やるべきかなと思ったものですか

ら。

私も警察の方から出向○湯地交通安全対策監

してまいっておりますが、実際に県の働きかけ

によって交通安全計画を策定し、そして市町村

が現実に住民の方々を地方自治体として管轄し

ているものですから、そういった意味で、重大

な事故が発生した場合に危機感をあおって、地

域住民の方にそれを広報発信して今後ないよう

に努めていくということにとっては自治体の活

用というのは非常に大事であると。これはまた

、警察の方も警察本部から統計をまとめたものを

、あるいは警察署単位での事故の発生を踏まえて

各市町村に対してこういう実態ですよというこ

とを流したりするものですから、両方とも非常

に重要な役目を果たしていると。県としまして

も、いろんな広報啓発、四季の交通安全運動、

春、夏、秋、年末、この安全運動の実施要綱を

作成して県下に呼びかける。それから、いろん

な飲酒絡みの旬間策定に関すること、暴走族の

抑止に関すること、すべて県民の生命、身体、

財産の保護という観点から自治体としてもそれ

に取り組んでいくという意味で意義はあるとい

うふうに考えております。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

「南王丸」について２～３点○宮原副委員長

聞かせてほしいんですが、今月22日からという

ことは第１便は出ているんですが、35台シャー

シで載るということなんですが、実際のところ

利用はどうだったんでしょうか。

きのう初便だったわけで○村社地域生活部長

すけれども、きのうたまたま川崎近海の社長さ

んお見えになられまして、細島からの便は満杯

。でございましたという御報告を受けております
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これからもこのような形でせっかく２便体制で

きましたので、活用を広く呼びかけていきたい

と思いますし、できれば農政水産部等にも農産

物等の輸送ができないのかどうかとか、いろん

なことを県庁全体で取り組みをしてまいりたい

というふうに思っているところでございます。

満杯ということで大変いいこ○宮原副委員長

とだと思うんですが 実際 利用料金がフェリー、 、

とは多少違うんですか。料金体系はどうなって

いるんでしょうか。

フェリーと今回のいわゆ○加藤総合交通課長

るローロー船、貨物船では、平均して１万ぐら

いローロー船の方が安いということでございま

す。

出港の曜日によって運航時間○宮原副委員長

が29時間、33時間、この差というのは何なんで

しょうか。

１点には、それぞれの港○加藤総合交通課長

に着ける時間の都合もございますので、その曜

日に合わせて差が出てくるということでござい

ます。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

今の関連ですけれども、カー○黒木次男委員

フェリーでありますけれども、見てみますと工

業製品が主であるようですが、また積み荷も満

杯というようなことですが、過去においては農

産物もカーフェリーで送って、朝の市場で競り

落としたものを翌日の東京の市場に出せるとい

う状況であったわけで、これは満杯であるとい

うことだと、農産物、例えば里芋とかキュウリ

とかそういう生鮮食料品なんかを送るにはまだ

便数が足りないんじゃないかと思うわけですけ

れども、こういうようなところはどうでしょう

か。

、○加藤総合交通課長 おっしゃるとおりでして

農産物、特に青果物についてはやはり週２便と

いうことでは利用しづらいものがあるかと思っ

ております。そういった意味で、今のところ農

産物は載ってないんですけれども、今後、今２

便就航ですけれども、この便につきましても荷

物を安定的に載せることによって増便等のお願

。いをしていきたいというふうに考えております

交通事故の発生状況につい○中野一則委員長

ては説明がありましたが、お聞かせ願いたいと

思います。死者、重傷者の数値が、比率が発表

されましたが、この数値というのは、指数のあ

らわし方は今までもあったんですか。

警察の方で統計上は出○湯地交通安全対策監

しております。それに基づいてつくっておりま

す。

これのねらいとするのは、○中野一則委員長

何をあらわすわけですかね。

この数値は、先ほど○湯地交通安全対策監

ちょっと言いましたけれども、結果として死者

になる事故、これを考えてみますと、ダメージ

の大きな事故全体を見ていかないと死者の変動

は考えられないというとらえ方をしているんで

すが、昭和47年には171名が亡くなって、現在

は100名以下で一応推移はしています ただし 22。 、

年をめどに61人以下にしたいということで今、

死者数を検討しているんですが、それを重傷者

を含めて考えてみますと、現在は96名の死者で

したけれども 重傷者を含めて考えていくと年々、

減少傾向にはあるので、その辺を含めた今まで

の対策というのを継続していけば、何とか目標

達成になって 死者ゼロに近づけていけるんじゃ、

ないかというようなことでこの数値を出してお

ります。結局ダメージの大きな事故も含めて減

らしていこうというようなことです。それが死

者抑止につながっていくんではないかという観
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点から出してあります。

ぜひ死者が17年度のように○中野一則委員長

少なくなるように対策をお願いしたいと思いま

す。

それから、四輪車の乗車中に52名の死者のう

ちシートベルト非着用が24名ということであり

ましたが、私たちが運転するときにシートベル

トを着用していない運転手は見受けないように

あるのに、高い比率で非着用とありますが、実

、際この非着用者というのは運転された人なのか

それとも同乗者なのか、その違いはどう分析さ

れておるんですか。

非着用者の24名のうち○湯地交通安全対策監

の運転者の方が15名です。同乗中の方が９名と

いう内訳になります 運転者と同乗者を含めて24。

名というとらえ方をしております。

全国に比較して宮崎県は非○中野一則委員長

着率というのは高いんですかね。

着用率というのは宮崎○湯地交通安全対策監

県の場合は高いです。死亡事故となった分析を

した結果を見ると非着用率が高くなっています

が、一般のドライバーの確認をしていく段階で

は着用率は非常に高いという結果が出ておりま

す。ただし、死亡事故に発展した事故を見ると

こういう結果が出ているということで、死亡事

故を起こす車、この方の着用率が低いという、

半数は着用していないという結果が出ておりま

す。

やはり運転マナーとかそう○中野一則委員長

いうのが悪い人がこういう事故を起こす比率が

高いというふうに思えばいいわけですね。

まさにそのとおりでご○湯地交通安全対策監

ざいまして わき見などとか ハンドル・ブレー、 、

キ操作不適というのが主な原因となっておりま

す。４の番号で表にしていますが、わき見など

というのは、実際は前方不注意、動静不注視で

す。結局、歩行者、自転車を見てないというよ

うな事故が多いんですが、その結果として重大

な結果が出て死亡事故に発展したということで

すけれども、その裏に、わき見をするときのあ

るいはハンドル操作を誤るときのその時点での

スピードが、場所場所によって速度の差はあり

ますが 速い だから間に合わない そしてシー、 。 。

トベルトもしていないので死に至るというよう

な結果につながっているんだと思われます。

非着用者で死亡率が高いわ○中野一則委員長

けですが、そういう層というのはこういう事故

で分類されていると思いますから、そういう人

たちの指導をぜひ強化していただくようにお願

いしたいと思います。

そのとおりでございま○湯地交通安全対策監

して、警察の方からの資料をもとに、警察はも

ちろん指導取り締まりを通じて行っていきます

が、県といたしましては、それを受けまして、

市町村あるいは推進本部というのがありますの

で、民間を含めた推進本部98団体を通じて県民

に浸透を図っていくという形で取り組んでまい

りたいと思っております。

、「 」 、○中野一則委員長 次に 南王丸 の件ですが

東京―細島に改善されたということですが、結

局大阪港には寄港しなくなったんですが、その

辺の影響というものは何もないんですかね。

大阪につきましては、宮○加藤総合交通課長

崎港から宮崎カーフェリーが出ておりますし、

志布志からも出ておりますので、そちらの方が

利用可能というふうに聞いております。

。○中野一則委員長 もう１点お尋ねいたします

スカイネットアジア航空のことですが 宮交ホー、

ルディングスがここを支えることになったわけ

ですが、宮交もつい先日、産業再生機構から支



- -12

援が終了しただけですね。そういうところがス

カイネットを今度は支援するわけですが、宮交

ホールディングスというのは経営力というか、

資本力というのは万全なんですかね。

今回の場合、新たに宮交○加藤総合交通課長

エアグランドサービスという会社をつくりまし

て、こちらの会社には今は宮交ホールディング

スだけで出資しておりますが、今後、雲海と坂

下組がそれぞれ出資して、最終的に２億円の資

。本金の会社にするということで聞いております

経営は大丈夫ということで○中野一則委員長

理解しておけばいいですね。

健全な経営をしていただ○加藤総合交通課長

けるよう期待しております。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって地○中野一則委員長

域生活部を終了いたします。執行部の皆様には

大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時56分休憩

午前11時０分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

報告事項の説明を求めます。なお、委員の質

疑は執行部の説明がすべて終了した後にお願い

いたします。

それでは、11月定例会以○河野福祉保健部長

降の福祉保健部関連の主な動きについて報告を

させていただきたいと存じます。

まず、委員会資料の表紙をめくっていただき

まして１ページをごらんください。鳥インフル

エンザへの対応状況等についての高病原性鳥イ

ンフルエンザの発生に伴う対応についてであり

ます。去る１月11日に清武町の種鶏農場で発生

いたしました高病原性鳥インフルエンザを疑う

事例につきましては、16日に動物衛生研究所に

おいてＨ５Ｎ１亜型のＡ型インフルエンザであ

ることが確認されました。福祉保健部といたし

、 、ましては 感染の疑いの報告を受けた時点から

人への感染防止対策として養鶏農場の従事者の

健康状態の把握と疫学調査の実施、さらに発症

した場合の対応体制の確保、及び防疫等の作業

に従事する職員の感染防止の徹底に努め、本日

現在も毎日、農場関係者や防疫等従事者の健康

。 、 、観察を行っております また 人の健康や鶏肉

卵の安全に関することなど県民の不安に対応す

るため、１月12日に県内９保健所等に相談窓口

を設置するとともに、県庁ホームページにも相

談窓口等の情報を掲載しているところでありま

す。

次に、３ページをお開きください。新型イン

フルエンザ対策の取り組みについてであります

が、鳥インフルエンザによる死亡例が世界各地

に広がりつつあり、人から人に感染する新型イ

ンフルエンザ発生の危険性が一層高まっており

ますことから、現在の取り組み状況について御

報告いたします。詳細につきましては、後ほど

健康増進課長から説明をさせていただきます。

次に、５ページをお開きください。感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律の一部改正についてであります。最近の海外

における感染症の発生状況や保健医療を取り巻

く環境の変化等を踏まえ、生物テロによる感染

症の発生対策を含めた総合的な感染症予防対策

を推進するため、昨年の12月８日に改正法が公

布されたところであります。詳細につきまして

は、後ほど健康増進課長から説明させていただ

きます。
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次に、別冊でお配りしております資料をごら

んください。障がい者の就労に関する調査報告

書についてであります。昨年４月に施行された

障害者自立支援法は、障がい者の地域移行を進

め、就労促進などにより障がい者が自立して暮

らすことのできる社会の実現を目指すものであ

ります。障がい者の就労促進につきましては、

従来から障害者雇用促進法等に基づき、宮崎労

働局などの国の機関や商工観光労働部を中心に

取り組んでいるところでありますが、今般の障

害者自立支援法の施行を機に、労働、福祉、教

育の各分野がこれまで以上に連携して障がい者

の就労促進のための取り組みを強化していく必

要があると考えております。そこで、このたび

障がい者の就労の実態を把握するため、県内の

民間事業所を対象にした実態調査を実施いたし

ましたので、その結果について概要を報告する

ものであります。詳細につきましては、後ほど

障害福祉課長から説明させていただきます。

私の方からは以上でございます。

障がい者の就労に関する○靏田障害福祉課長

調査結果につきまして、先ほど部長が申しまし

たお手元に配付しております障がい者の就労に

関する調査報告書に沿って御説明を申し上げた

いというふうに思います。

。 、１ページをお開き願いたいと思います まず

調査の概要でございます。１の調査目的、これ

につきましては、先ほど部長が御説明しました

ので割愛させていただきます。

この調査は、県内の事業所約１万2,000カ所を

対象に去年の８月、郵送によるアンケート形式

で実施したものでございます。

３の調査対象先及び回収結果の合計欄をごら

んください。県内には約５万6,000の事業所がご

ざいますので、その中から１万1,635事業所を抽

出いたしまして調査しました結果、6,837カ所か

ら回答をいただきました 回収率は58.8％となっ。

ております。表の左の欄に従業員数規模を記載

しておりますけれども （６）の50名以上から、

（９）の300名以上の事業所につきましては回収

率も極めて高く、今回の調査結果は本県の障が

い者雇用の実態を的確に把握しているものと考

えられます。

次に、５ページをお願いしたいと思います。

まず、障がい者を雇用している事業所の状況に

ついて御説明いたします （１）の事業所の割合。

でございますけれども、有効回答数6,698に対し

まして16.5％に当たる約1,100事業所が障がい者

を雇用しております （２）の雇用人数につきま。

しては、全体で2,412人となっておりまして、内

訳では身体障がい者が1,846人と、全体の約８割

を占めております。それから （３）の雇用して、

いる理由といたしましては、社会的貢献が一番

高くなっておりまして、従業員数56人以上の事

業所に適用される、いわゆる法的な義務を理由

とするものが28.4％となっているところでござ

います。

６ページをお開きください （４）の障がい者。

の雇用形態といたしましては、正社員が約７割

という非常に高い状況になっております。続い

てパート、契約社員、そういう順になっており

ます （５）の１カ月の賃金でございますけれど。

も ５万円以上が大多数でございまして 特に20、 、

万円以上が38％と一番高い割合となっておりま

す （６）の従事している業務の内容といたしま。

しては、一般事務、製品等の製造、こういうも

のが多く、その他の内訳といたしましては、清

掃、介護、警備、以下そこに表示しているとお

りとなっておるところでございます。

続きまして、８ページをお開きください。次
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に、障がい者を雇用していない状況について御

説明を申し上げたいと思います （９）にござい。

ますように、雇用してない理由といたしまして

は、バリアフリー化への対応、さらには障がい

者をサポートする支援員がいない、いわゆる受

け入れ体制によるものが一番多い状況でござい

ます。次いで従業員数の少ない事業所において

は特に経営面、４名とか５名とか少ないところ

におきましては 経営面を理由とするものになっ、

ているところでございます。

９ページをごらんいただきたいと思います。

過去に障がい者を雇用したことのある事業所に

つきましては、本県では1,171カ所で、有効回答

数の20.9％となっております。また （13）にあ、

りますように、障がい者が離職した理由といた

しましては、業務面、さらには人間関係、こう

いうものが主なものでございまして、その他の

理由といたしましては、病気などの自己都合あ

るいは定年退職、こういうものとなっていると

ころでございます。

続きまして、10ページをお開き願いたいと思

います。このページからは、今まで御説明いた

しました調査内容をさらに詳しく記載したもの

でございますので、主な項目のみ御説明をいた

したいと思います。まず、従業員数規模別の雇

用状況についてでございます。回答のあった事

業所の16％に当たる約1,100事業所において障が

い者を雇用しております。特に従業員数が１名

から４名、こういう小さな事業所におきまして

は、割合がわずか３％というような状況でござ

います。300名以上の事業所におきましては86％

となっておりまして、従業員数が多いところほ

ど雇用の割合が高いというふうになっていると

ころでございます。

次に、11ページをごらんください。障がい種

別での雇用状況についてでございます。業種別

、の表をごらんいただきたいと思いますけれども

全体的に障がい者の方々につきましては、建設

業とか製造業、卸小売、医療、福祉、サービス

、 。業 こういうところで多く雇用されております

、 。次に 15ページをお開き願いたいと思います

まず、従事している業務の特徴を障がい種別に

見てみたいというふうに思っております。身体

障がい者につきましては、一般事務、製品等の

製造、さらには販売業務、こういうものが多く

。 、なっております 知的障がい者につきましては

製品等の製造を初め、清掃、洗濯・クリーニン

、 。 、グ こういう業務に主についております また

精神障がい者につきましては、製品等の製造と

いうふうになっているところでございます。

、 。次に 18ページをお開き願いたいと思います

この表につきましては 19ページとセットになっ、

た表でございまして、今後の障がい者の雇用見

込み数を企業、事業所の規模別、業種別、障が

い種別についてまとめたものでございます。全

体的な形が19ページの合計欄の方になりますけ

れども、今後、全体で498名の雇用が見込まれて

おります。500弱の数が見込まれております。そ

して、障がい種別では身体障がい者の方々が最

も多く390名、次いで知的、精神、発達障がいと

。いうような順になっているところでございます

、 、特に業種別につきましては 建設業とか製造業

運輸とか卸小売、医療、福祉、サービス業とい

うことで、雇用実態と比例するような形の雇用

見込みがあらわれているところでございます。

、 。次に 20ページをお開き願いたいと思います

今回の調査につきましては、かなり大規模な調

査を行ったわけでございますけれども、障がい

者の雇用に関する問題点、課題点、こういうも

のにつきまして、事業所あるいは企業の方々か
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ら忌憚のない御意見を自由記載ということでい

ただいたところでございます その結果 約2,500。 、

の事業所から貴重な御意見を賜っております。

お寄せいただいた御意見の中で特に多かったも

のをまとめておりますので、幾つか御紹介申し

上げたいというふうに思っております。20ペー

ジの１番目でございますけれども 「障がい者に、

ついてはどのような能力を持った方がおられる

かわからない。したがって、企業と障がい者を

マッチングさせる場所があるとよい」という御

意見、３番目にございますように 「障がい者と、

他の従業員との人間関係がうまくいくことが第

一である。したがって、従業員に対する研修が

必要である」という御意見、さらには 「障がい、

者にも甘えがあったり、協調性がなかったりす

る人がいる。あいさつや返事などの基礎的な教

育が必要である」というような厳しい御意見も

寄せられております。さらに、その下の「身体

障がい者の場合につきましては、事業所のバリ

アフリーが必要で経費がかかる」といった御意

見、さらには 「企業側において障がいや障がい、

者に対する知識が少なく、偏見やイメージで判

断してしまう」といった御意見がございます。

特にこの分については精神障がい者に対する

方々の対応が非常に厳しいものがあるんじゃな

いかというふうに思っているところでございま

す。

21ページをごらん願いたいというふうに思い

ます。まず、１番目でございますけれども 「職、

場内で障がい者が気軽に相談できる人材が必要

であるので、障がい者をサポートする人材の育

成が大切である」あるいは「障がい者を安定的

に雇用するためには、家族の理解と協力、企業

と家族との連携、こういうものが大切である」

というような御意見が寄せられているところで

ございます。

概要版ということで以上が調査内容の概要で

ございます。今後はこの調査結果を生かしなが

ら、労働、教育などの関係機関との連携を一層

強化するとともに、特に企業、福祉施設、障が

い者団体などから成る官民一体の組織を立ち上

げまして、障がい者の就労促進のための取り組

みを一層強化してまいりたいというふうに思っ

。 。ているところでございます 以上でございます

。○相馬健康増進課長 健康増進課でございます

生活福祉常任委員会資料の１ページをお開き

ください。鳥インフルエンザへの対応状況等に

ついてでありますが、初めに、今回の高病原性

鳥インフルエンザの発生に伴う対応について御

報告いたします。

１月11日から16日までの対応の経過でござい

ますが、２ページをごらんください。表には日

付ごとに健康増進課及び衛生管理課関係と農政

水産部関係の対応状況を記載しております。１

月11日ですが、13時30分に宮崎家畜保健衛生所

に高病原性鳥インフルエンザの疑いの届け出が

ございまして、健康増進課は15時30分にその報

告を受理し、早速、宮崎家畜保健衛生所に職員

を派遣し、農場従事者、農場従事者以外の立入

者及び調査のために立ち入った家畜保健衛生所

の職員のリストの提出を依頼したところです。

また、衛生管理課におきましては、食肉衛生検

査所長会議を開催いたしております。12日は、

緊急の保健所長会議及び部内におきます新型イ

ンフルエンザ対策会議を開催しますとともに、

農場従事者などの健康状態の把握と疫学調査の

実施、また健康相談窓口の設置、タミフルの配

置等を行いました。午後には農政水産部に高病

原性鳥インフルエンザ対策本部が設置され、検

体がつくば市の動物衛生研究所に搬送されたと
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ころです。13日は､13日以前に既に立入調査や消

毒作業に従事しておりました者の健康チェック

や、農場周辺の住民向けのチラシを作成いたし

。まして清武町等に提供したところでございます

この日の18時に動物衛生研究所においてＨ５亜

、型のＡ型インフルエンザであることが確認され

家禽等の移動制限が開始されました 14日から16。

日の３日間で飼養鶏の殺処分、殺処分された鶏

の密封、運搬、また焼却、消毒作業が行われま

したが、保健所等の職員108名が従事者の健康診

断や防護服の着脱指導を実施したところでござ

います。なお、16日に動物衛生研究所でＨ５Ｎ

１亜型のＡ型インフルエンザであることが確認

されております。

１ページにお戻りください。福祉保健部では

主に人への感染防止対策及び食鳥、鶏卵等の安

全性について対応しておりますが、その概要を

。 （ ） 、御説明いたします ２の １ の農場関係者は

農場関係者７名、職員以外の立入者５名の合わ

せて12人ですが、全員の疫学調査を実施し、タ

ミフルの予防投与を行ったところです。現在、

その家族を含めた38人の健康観察を実施してお

りますが、健康状態に異状はございません。な

お、農場経営者を除く37人につきましては、22

。日で10日間の健康観察期間が終了しております

（２）の防疫等従事作業者は、14日から16日ま

でに消毒、鶏の殺処分、密封、トラックへの積

み込み作業に従事した212名でございますけれど

も、そのうち、170人にタミフルの予防投与を行

いました。現在この212人全員の健康観察中でご

ざいますが、作業後に発熱症状のある方はおら

れましたが、鳥インフルエンザを疑う症状のあ

る方はございません。また、運搬、焼却作業に

、従事した62人につきましても健康観察中ですが

鳥インフルエンザを疑う症状の方はおられませ

ん （３）の健康調査等従事者は、防疫などの作。

業従事者の健康診断及び防護服の着脱指導を

行った健康増進課及び宮崎市を含みます９保健

所の職員31名でございますけれども、うち４名

がタミフルを予防内服しております。現在31人

の健康観察を行っておりますが、健康状態に異

状はございません （４）の防疫等作業従事者の。

救急対応について 宮崎大学医学部附属病院に14、

日から16日まで３日間の作業従事者の救急対応

をお願いしたところでございますけれども、15

日に針による刺し傷、16日に石灰、消石灰が目

に入ったことによる痛みのため２人の方が受診

されました。また、宮崎市消防局にも救急対応

を依頼しておりましたけれども、救急車による

対応はございませんでした。

３の相談窓口の設置についてでございますけ

れども、12日に健康増進課及び宮崎市を含みま

す９保健所に相談窓口を設置いたしましたが 21、

日現在で182件の相談がありました。その主なも

、 、のは 死んだ鳥の取り扱いに関することが60件

卵など食品の安全性に関することが47件、鳥イ

ンフルエンザの病気に関することが26件などで

ございます。

４の県民への啓発についてでございますけれ

ども、鳥インフルエンザの人への感染や、卵、

食肉の安全性についてや、また相談窓口につい

て県庁ホームページに掲載しますとともに、農

場周辺住民向けの啓発チラシを作成いたしまし

た 引き続き防疫作業従事者等の健康観察を行っ。

てまいることとしております。

次に、新型インフルエンザ対策の取り組みに

ついてでございます。４ページをごらんくださ

い。表に記載されていますように、１月15日現

在で世界10カ国で高病原性鳥インフルエンザの

感染者数が267名、そのうち、161名の方が亡く
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なっておられます。人から人に感染する新型イ

ンフルエンザ発生の危険性がさらに高まってい

る状況でございます。

３ページにお戻りください。このような状況

を受けまして、国におきましては、昨年５月29

日に鳥インフルエンザの人への感染が見られた

段階で指定感染症に指定する方針等を明記する

など新型インフルエンザ対策行動計画の改定を

行い、６月２日には政令でＨ５Ｎ１インフルエ

ンザを指定感染症に指定をしたところでござい

ます。このようなことを受けまして県におきま

しても、12月21日付で新型インフルエンザ対応

。 、指針の改定を行ったところでございます 現在

対応指針に基づきまして各種関係者会議等の開

催による危機管理体制の整備、インターネット

等を通じた情報収集、保健所を中心とした医療

体制の確保、インフルエンザウイルス薬でござ

いますタミフル備蓄の検討、県庁ホームページ

を活用した県民への情報提供などに鋭意取り組

んでいるところでございます。特にタミフルの

確保につきましては、19年度までに９万6,000人

分を確保することとしておりますが、17年度に

１万3,300人分、18年度に４万4,480人分の合計

５万7,780人分を確保し、19年度に残りの３

万8,220人分の確保を予定しているところでござ

います。

次に、感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律の一部改正についてでござ

います。５ページをごらんください。生物テロ

、の未然防止のための病原体等の管理制度の創設

また医学的知見の進展を踏まえての感染症分類

の見直し、さらに結核対策の感染症の中の統合

など、総合的な感染症予防対策を推進するため

に昨年12月８日に法律の一部を改正する法律が

公布されましたので、その概要について御説明

をいたします。２の（１）の病原体等の管理体

制の確立についてであります。2001年のアメリ

カの同時多発テロの直後に炭疽菌テロ等が発生

、 、いたしましたが これらのことを踏まえまして

生物テロに使用されるおそれのある病原性微生

物などの適正な管理体制を確立するために約50

種類の病原体について、病原性、国民の生命、

健康に与える影響に応じて４分類し、それらの

取り扱いについて規制することとなりました。

①の一種病原体等は、テロに使用された場合、

最も影響が大きく、厳格な取り扱いが求められ

るもので、国または法令で定める法人以外の所

持、輸入などが原則禁止されます。②の二種病

原体等は、所持、輸入等をしようとする場合、

厚生労働大臣の許可が必要となります。試験研

究などの目的で厚生労働大臣の許可を受けた場

合のみ所持、輸入、譲り渡し、譲り受けが可能

となります。③の三種病原体等は、事前規制は

ございませんが、所持または輸入した日から７

日以内に病原体などの種類を厚生労働大臣に届

け出ることが義務づけられております。④の四

種病原体等は、許可、届け出などの対象とはな

りませんが、取り扱いに関しての基準の遵守が

求められております。

（ ） 、２ の感染症類型の見直しにつきましては

６ページをごらんください。感染症の類型を記

載しております。今回の改正では、最新の科学

的知見を踏まえまして、一類感染症に南米出血

熱が追加となっております。また、平成15年の

法改正で一類感染症に位置づけられておりまし

た重症急性呼吸器症候群、いわゆるＳＡＲＳで

ございますけれども、これは二類感染症に変更

となりました。また、あわせて結核が同じく二

。類感染症に位置づけられたところでございます

また、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチ
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フスにつきましては、上下水道の整備等により

感染機会が減少したことや、抗生物質による治

療法が確立していることなどから、入院措置が

可能な二類感染症から、今回、腸管出血性大腸

菌感染症と同様に特定職種への就業制限にとど

まる三類感染症に変更されたところでございま

す。

５ページにお戻りください ３ の情報収集・。（ ）

公表につきましては、慢性の感染症の患者及び

疑似症患者の届け出制度を創設するとともに、

厚生労働大臣及び都道府県知事に対して感染症

に関する情報の積極的な公表が義務づけられま

した （４）の人権に配慮した手続の整備につき。

ましては、患者等の人権を尊重する観点から、

就業制限、入院勧告などの措置に関して感染症

の診査に関する協議会の意見聴取、また患者の

意見陳述や苦情申し出などの手続が整備される

こととなりました （５）の結核予防法の統合に。

つきましては、総合的な結核対策を推進するた

めに、結核は新たに感染症法の二類感染症とし

て位置づけられましたので、結核予防法を廃止

することとなりました。これに伴いまして、現

在、結核の診査に関する協議会で診査しており

ます結核の医療などにつきましては、感染症の

。診査に関する協議会で診査することとなります

これに伴いまして、２月定例議会におきまして

協議会に関する条例の改正をお願いすることと

しております。よろしくお願いいたします。

健康増進課は以上でございます。

説明が終了いたしました。○中野一則委員長

質疑はありませんか。

まず、障がい者の就労に関する調○内村委員

査についてお尋ねします。20ページの自由意見

の要約ということですばらしい調査をされてい

ると思います。この前、知的障がい者の方の手

をつなぐ会がありまして、そこで伺ったことな

んですが、介護福祉の専門学校に行かれた方が

ヘルパーの２級を取ったんだけれども、ボラン

ティアで受け入れをしてもらえるけれども、就

、職となったとき全然ないとおっしゃるんですが

こういうことの指導とか、そういう声は聞いて

いらっしゃらないか、お尋ねします。

、○靏田障害福祉課長 今の問題につきましては

私どもの方も新規事業を立ち上げまして、特に

知的障がい者の方々の２級介護ヘルパーを取れ

る新規事業をつくっております。御案内のよう

に本年度15名程度の、養護学校の卒業生を含め

て、在宅の方も含めての数でございますけれど

も、一定程度の有資格者が出ますので、特に今

後に含めましては、障がい者自立支援を含めま

して事業所指定、そういうところが出てきます

ので、こういう方々の活用を積極的にお願いす

るように、事業者に対してのお願いを強めてま

いりたいというふうに思っているところでござ

います。

そういう指針を持っていらっしゃ○内村委員

るということで、そういう専門学校とか養護学

校への周知みたいなのを早目に……。すごい不

安を持っていらっしゃったものですから、卒業

は目の前だということで、それを一つお願いす

ることと、もう一つ、この中には身体障がいと

して一くくりにしてあるんですが、身体障がい

の中での視力障がいの方から、去年の自民党の

いろんな団体からの陳情を受けたときに、視力

障がいの方の受け入れがない、就職先がないと

いうことの陳情があったんです。そういうこと

は何か検討していらっしゃらないか、聞いてい

らっしゃらないか、お尋ねします。

、 、○靏田障害福祉課長 今 委員御指摘のように

私どもも特に障がい者の就労促進に力を入れた
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。いというふうに思っておるところでございます

さきの１月15日、まず先んじまして関係の団体

の方々とも連携しながら、第１回目の意見交換

会を持ったところでございます。その中には身

体障がい者連合会の会長さんあたりも出てきて

いただいておるんですけれども、それとはまた

別に障がい７団体との定期的な意見交換会、こ

こに視覚障がいの会長であります馬場会長さん

にもおいでいただいておりますので、障がい種

別ごとの団体の方がその障がい者がどういう仕

事に向いているのか、そういう御意見等も賜り

ながら、その向き向きに応じた職場開発、そう

いうものを頑張っていきたいというふうに思っ

ているところでございます。いずれにしまして

も、先ほど触れましたように、官民一体となっ

た協議会を立ち上げて就労支援に頑張っていき

たいと思いますので、個別に合った仕事、その

。開発に努力したいというふうに思っております

ほかにありませんか。○中野一則委員長

関連してですが こういうアンケー○井本委員 、

トで今後、完全な分析というのは済んでないで

しょうけれども、障害者自立支援法の目指した

目的というものは障がい者の自立と、それと同

時に経費を削減するということが考えられます

が、それについてはどうですか。それに対して

大体いっている感じでしょうか。これだけでは

まだわからないですか。

これだけではちょっとわ○靏田障害福祉課長

かりにくうもございますし、話は別になります

けれども、今回の障がい者の自立支援に向けて

その部分の国の方の補正予算も成立するやに見

えておりますので、その辺の基金等の活用も含

めながら、障がい者の就労あるいは自立支援に

向けて検討してまいりたいというふうに思って

いるところでございます。恐らく２月の国会で

成立するんじゃないかという情報も入っており

ますので、そこ辺で頑張ってみたいというふう

に思っております。

これは雇用者の方からの、事業所○井本委員

からの調査ですが、個人もある程度抽出して、

自立支援法を皆さんどう感じているのか、どん

なふうな影響があったのか、ある程度調査する

ことが必要じゃないかと思うんですが、そんな

のはなさっておるのでしょうか。

この件につきましては、○靏田障害福祉課長

視覚、聴覚、育成会、精神障がい者の団体、家

族会、こういう方々との会合を定期的に持って

おりますので、個々の団体から下におろしてい

ただいて意見を上げたいというふうに思ってお

ります。また、今、委員おっしゃったような部

分につきましても、一定規模で、山間地域、都

市部等もございますので、その辺を含めての調

査も検討してみたいというふうに思っていると

ころでございます。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

関連ですけれども、やはり一般企○井上委員

業は収益性を追求しないといけないので、就労

については障がいを理解していただくというこ

とをまず働きかけをしないといけないと思うん

です。先ほどのアンケートにもありましたけれ

ども、この努力を現実にしていただきながら、

一方では、公的な機関がどうそれについて受け

入れをし、それがまた民間へ流れていくという

ふうにどうつくり上げていくかということがす

ごく大事だと思うんです。その取り組みについ

てはどんなふうになっているんでしょうか。

先ほども触れましたよう○靏田障害福祉課長

に、１月15日に民間を含めた部分で研究会ある

いは検討会をとり行ったところでございますけ

れども、具体的には、社団法人の宮崎県の雇用
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開発協会から、経営者の部分につきましては宮

崎県工業会、県の経営者協会、中小企業団体中

央会、労働サイドからは連合宮崎、福祉部門あ

るいは教育では養護学校、ＰＴＡの協議会、障

がい者団体等含めて会を持ったところでござい

ます。特にこの中では、先ほど井上委員おっ

しゃったように、民間はそういう部分もあるけ

れども、まず公的な部分じゃないかという強い

御意見が出たところでございます。したがいま

して、この会を一過性じゃなくて継続的に続け

、 、ていく形にしておりますので その辺を含めて

行政も宮崎労働局や公共職業安定所、労働政策

課を含めて関係機関が出てきておりますので、

場合によっては人事委員会、その辺の御協力、

御理解も賜りながら、公的なものの推進もぜひ

検討してまいりたいというふうに思っていると

ころでございます。いずれにしましても、意見

交換会を継続的に行うことによって障がい者の

雇用、特に公的な部分を含めての充実を研究し

てみたいというふうに思っております。

公的とまた関連のところ、そこも○井上委員

含めてそういう雇用を十分にしていただいて、

その実績が上がれば、またそこで働いている障

がい者の皆さんが安定して仕事も続けられて、

そのことが実証できると、民間の企業の方も割

と安心して雇用と。最初公的機関で雇って、そ

の後、民間に横滑りさせてということを繰り返

していけば、そういう実績というのはすごく上

がってくるのではないかというふうに思うんで

す。直接民間企業の皆さんに即雇ってくれと言

われると非常に抵抗感と、それから障がい者の

方を受け入れた場合の対応というのに戸惑いと

かあると思うんです。まずは民間に行く前に公

的機関で一回受け入れて、確実にこの点は大丈

夫という実証をずっと続けていって、それを何

度も繰り返していくというのをしないと、なか

なか実態として定着しない。一回は雇用してい

ただくけれども、やっぱりだめだったというこ

とで、またそのことがかえってハードルが高く

なっていくということが可能性としてはあると

思うんです そこを繰り返し公的機関がまずやっ。

て、それから民間に横に行っていただく、逆に

職場をかわっていただくということも含めて、

そういうシステムづくりをやっていただけるよ

うに検討いただければと思うんですけれども。

貴重な御意見ありがとう○靏田障害福祉課長

ございます。障害者自立支援法の大きな流れの

一つの特徴が、今、井上委員おっしゃったよう

なその分でございます。雇用継続事業とか雇用

支援事業、そういうものが大々的に出てきてお

ります。この分につきましては、ある程度備品

費も何千万か単位で交付したところでございま

す。中心的な部分が、社会福祉法人、そういう

ところが事業を切りかえていきますので、そこ

の内容を十分生かしながら、安定的に民間に移

せるような支援策をぜひ社会福祉法人、市町村

とも連携しながら、そういう事業の構築に頑張

りたいというふうに思っております。

関連してですが、私は、県の障害○井上委員

福祉課の皆さんが通所授産所とかああいうとこ

ろによく行っていただいて、その現実を見てと

いう場面によく出会うので、そういう意味で言

うと、県が来ると市町村の職員の人も来て、役

所の中だけにいた人たちがそういう場所に出て

くる機会というのがふえたんです。そういう意

味で言う障害福祉課の取り組みをすごく私は評

価をしているところなんですけれども、現実に

、通所作業所の皆さんを雇用とカウントするのか

雇用とはカウントしないのかというのは、これ

からいろいろ実績が上がってくれば違うと思う
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んです。実は先日ある作業所に行きましたら、

そのときに私が同行していた企業の社長が、こ

ういう仕事ができるんですかみたいなことを

おっしゃるわけです。通所作業所で仕事をされ

ている内容が各企業の方との接点がなかなかな

いものですから、やれる分野というのが狭まっ

ているところはあると思うんです。私もそうい

う意味で言うつなぎをうまくしていなかったん

だなと反省に立っているわけですけれども、こ

ういうことができるんですかみたいなことを

おっしゃるわけです。場合によっては、通所作

業所にお見えになっている皆さんのところに、

企業との下請関係も含めてですけれども、そう

いう可能性が高いところというのはあると思う

んです。ですから、作業所でやっている仕事の

中身について地域といかに企業とつなぐかとい

うことについても努力をいただくと、障がい者

の自立をしていくときの一つのカウントに大き

くなっていくというふうに思いますので、市町

村の職員さんが現実に現場に行くようになって

きたということを一つ評価しつつ、そのことを

広げていくのにどう今後していくのかというこ

とについて希望もし、要望もしたいんですけれ

ども、いかがなものでしょうか。

先ほどのアンケートを含○靏田障害福祉課長

めた中にも、障がい者そのものがどういう力を

持っているかわからない 企業と障がい者のマッ、

チングの場があるとよいという御意見等もござ

いました。先日の１月の会につきましては、障

がい者職業センターの主任カウンセラー、ある

いは雇用支援センターの主任指導員、就業生活

支援センターの所長さん、こういう方々にもお

いでいただいておりまして、このアンケートの

実態を御説明しております。したがいまして、

、井上委員がおっしゃったようなそういう支援策

マッチングの場、これはアイデアを出しながら

今後研究してまいりたい、就労支援に結びつけ

たいというふうに思っておりますので、御支援

方よろしくお願いしたいと思います。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

鳥インフルエンザについてお尋ね○内村委員

します。今回の対応は非常に早くて広がらずに

よかったということを新聞報道でも拝見したと

ころですが、皆さんの御苦労に感謝したいと思

います。その中でタミフルの服用について、１

ページの（３）の中で、31人従事したうち４人

、がタミフルを予防内服としてありますけれども

、仕事の頻度にもよるんじゃないかと思いますが

基準とかそれはどういうふうにされるのか、お

尋ねいたします。

（３）の健康調査等の従○相馬健康増進課長

事者についてというのは、保健所の職員が、防

護服を着て中に入って作業する作業員の方たち

の防護服の着脱、特に脱ぐときに表面について

いたウイルスを吸入しないように、脱ぐときの

注意をしっかり、12人がチームを組んで入って

いったんですけれども、保健師等もちゃんと防

護服は着ていますけれども、非常に間近にそう

いった対応をしたものですから、31名のうち４

名がタミフルの服用を希望したということで予

防内服になったところでございます。リスクと

、しては非常に少ないわけでございますけれども

ただ本人が心配で希望したということで４人に

は予防内服をしたという状況です。

タミフルを服用して効き目といい○内村委員

ますか、それはどういうふうな、いつぐらいと

か、それがすぐわかるとか、あるんですか。

タミフルは予防内服とし○相馬健康増進課長

ましては、接触後に１日１カプセル10日間を服

用するように指導しております。タミフルの予



- -22

防内服の効果というものは科学的に証明された

ものはございません。ただ、予防治療薬でござ

いますので、予防効果はあるだろうということ

で使用しているような状況でございます。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

感染症の予防及び感染症の患者に○井上委員

対する医療に関する法律の一部改正の中身のこ

となんですけれども、生物テロに使用されるお

それのある病原性微生物等の適正な管理体制を

確立するということで４つ分類をされています

が、可能性としては宮崎にこういう管理体制、

いわゆるこういうのを保持しているというとこ

ろについては十分に把握されていて、その可能

性のあるところについての動きというのは県は

しっかりと把握ができるようにしてあるんで

しょうか。

現時点においては把握は○相馬健康増進課長

しておりません。ただ、私の推測で物を言って

は申しわけないと思いますけれども、一種病原

体、二種病原体については県内では保有してい

るところはないのかなと思っています。三種の

結核菌等につきましては、結核の患者さんおら

れますので、病院等で検査をして、その検体を

。保存していることはあり得るのかなと思います

、 。三種病原体 四種病原体につきましてはですね

このあたり今後届け出等が 許可等が必要になっ、

てまいりますので、そのあたりも調査等をして

いく必要があるのかなと思っています。

私たちでも、ハムの中にボツリヌ○井上委員

ス菌が何とかかんとかと言うじゃないですか。

そういうことを考えると、自宅でそれを培養と

いったらおかしいけれども 可能なのかなと思っ、

たりいろいろするわけですけれども、少なから

ず検体を持っているところについての的確な把

握についてはしておいていただける、主に病院

なのかなというふうに思いますけれども、そう

いうことについては把握をしておいていただく

といいかなというふうに思います。

所持する対象としまして○相馬健康増進課長

は検査機関とか、また研究所、あと医療機関等

になろうかと思っていますけれども、そのあた

りしっかり把握をしてまいりたいと思います。

鳥インフルエンザの件ですが、初○太田委員

動防疫体制が見事に成功しているんじゃないか

と思いますが、今後これに関して発生がないよ

うに望むばかりなんですけれども、参考にとい

うことでお聞きしたいと思いますが、水も漏ら

さぬ体制をとっておられるということで、防護

服のことなんですが、例えば防護服なんかは一

回使ったら消毒して再使用するのか、焼却処分

するのか、参考にお聞きしたいと思います。

皆さん新聞、テレビで防○相馬健康増進課長

護服の格好は見られたと思いますけれども ゴー、

グルと長靴以外については全部焼却というか、

使い捨てです。一回使ったら全部感染防御用の

ビニールにしまいまして、焼却処分という形で

対応しております。ゴム長靴とゴーグルについ

ては消毒をした上で再使用をしているという形

です。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

新型インフルエンザの対策の○宮原副委員長

取り組みについてというところの（４）のタミ

フルの確保というところで、平成19年度まで入

れたときに県が確保すべき量が９万6,000人分、

これは県が確保すべきですから、当然国も別に

確保しているんですかね。

日本の国全体で2,500万人○相馬健康増進課長

分を備蓄することとしております。そのう

ち、2,100万人分を国と都道府県が分担して分け

るということで、国の方が1,050万人分、都道府
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県で同じく1,050万人分を確保するということ

で、宮崎県の分としまして９万6,000人分を備蓄

するという方向が出されているところでござい

ます。

障がい者の就労調査につい○中野一則委員長

て説明がありましたが、１ページの資料の中

で58.8％の回収率とありましたが、この数値に

は満足されておられるんですか。

このたぐいのデータから○靏田障害福祉課長

すれば我々は満足した数字でございます。６割

近い数というのは満足しております。

これからの調査報告はいろ○中野一則委員長

いろ参考になると思うんですが、200名以上の調

査で事業所よりも回収数が多い数値になってい

るんですが、下に注意書きもあるんですが、ど

ういう意味でしょうか。

これにつきましては、３○靏田障害福祉課長

の調査対象先及び回収結果、この１行目で、ま

ず我々は平成16年度の事業所・企業統計調査を

もとに行ったわけでございます。ところが、平

成18年ですか、２年たって例えば県内にデルと

かそういうところができ上がってきている。ま

た事業所によっては例えば299名あったところ

が300名に繰り上がったとか、そういうことで企

業の規模が少し大きくなっている。下のランキ

ングから上のランキングに上がってきている。

こういうことで御理解賜ればありがたいという

ふうに思っております。

雇用情勢がなかなか回復し○中野一則委員長

ないのに、かなり事業所数がふえたという説明

でありましたが、事業所数が完全に把握されて

いないんじゃないかなという気がいたします。

それからすると回収率が100％を超えるというこ

とはおかしいという気がいたしました。調査の

ときには完全な事業所数の把握というものを今

後もしていただきたいと思います。

それから、29名以下の事業所数がざっと計算

して５万2,000カ所あるようですが、しかし、回

収したものは4,000件ですから、暗算をすれば７

～８％ということになると思うんですが、これ

。で満足いける数値ということでいいんですかね

おっしゃるように確かに○靏田障害福祉課長

その分もあるんですけれども、この５万6,000カ

、所というのはとてつもない数字でございまして

そこにございますように、その大体５分の１と

いうことに整理したところでございます。多け

、れば多いほどがベターだと思うんですけれども

これが我々課がやり得た最大の努力ということ

で御理解賜りたいと思います。しかし、委員長

がおっしゃった部分につきましては、今後鋭意

努力は重ねていきたいというふうに思っている

ところでございます。

回収率が50％以下がありま○中野一則委員長

すが、提出しなかった、回答しなかったところ

こそ問題があるかもしれませんから、そのあた

りはぜひ追跡して調査していただきたいと、こ

のように思います。

それから、鳥インフルエンザのことで質問い

たしますが、既に全世界で161名が亡くなって、

人から人への感染というものが高まっていると

いうことですが、この高まっていることのＡラ

ンク、Ｂランク、Ｃランクとかそういう数値が

。 、あるんですか 今どういう位置に来ているとか

高まっているというのは心配する向きもあるわ

けですが、そういう危険度というのはどの辺に

来ているんですか。尺度があれば教えていただ

きたいと思います。

国の方では新型インフル○相馬健康増進課長

エンザの段階を６段階に分けておりまして、６

段階のうちの現在は、人への新しい亜型のイン
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フルエンザ感染が確認されているけれども、人

への感染は基本的にない、人・人感染はまだな

。いという状況のフェーズ３の段階でございます

フェーズ３をまた海外発生と国内発生に分けて

いるところでございますけれども、国内発生は

ないということで、フェーズ３のＡの段階とい

うふうに考えております。

それは危険度の６段階のど○中野一則委員長

の段階という意味ですか。

６段階に分けた下から３○相馬健康増進課長

番目の段階です。

まださほど心配するところ○中野一則委員長

まではないというふうに理解していいわけです

ね。

世界の発生状況を見ます○相馬健康増進課長

と、毎年毎年、鳥から人への感染がふえている

という状況で、これがいつ人・人の感染のタイ

プに変わるかということはわからないわけです

けれども、ただ、鳥から人の感染がふえるとい

うことはそれだけ人・人に感染するウイルスが

出てくる可能性がふえているというふうに考え

ていただいていいのかなと思っております。そ

ういう意味で国の方におきましても、Ｈ５Ｎ１

インフルエンザは指定感染症として、鳥に限ら

ず、人に限らず、鳥・人であろうと、人・人感

染であろうと、早目に対応できるような体制を

つくろうということで、６月２日に指定感染症

に指定をして対応の強化を図ったところでござ

います。

私の祖父もスペイン風邪で○中野一則委員長

亡くなっておりますので、心配しているんです

が、そういうことにならないようにお願いした

いと思います。

そういう中で鳥インフルエンザが発生した１

、 、月11日 宮崎の家保に届け出があったのが13時

そして健康増進課か衛生管理課かどっちかわか

りませんが、15時30分、２時間後に報告を受理

されておりますが、この２時間の差というもの

は、極めてスムーズに報告があったと見るべき

なのか、遅かったと見るべきなのか、どちらな

んでしょうか。

発生の届けが13時30分に○相馬健康増進課長

あって、それから家畜保健所の職員等が現場に

行って現場の確認等を行った上での報告でござ

いますので、決して遅い対応じゃなくて早い対

応だったというふうに考えております。

早かったというふうに理解○中野一則委員長

されているわけですね。私はそうかなと思うん

ですが、いいでしょう。ぜひこういうものが即

座に報告ができるような体制をより早めていた

だくようにお願いをしておきたいと思います。

この農家に対しては何か守ってや○井本委員

る体制はあるんですか。補償とかどんなふうに

なっているんですか。

農家に対する補償等につ○相馬健康増進課長

きましては、農政サイドの方であるようでござ

いますけれども、私どもしっかり把握しており

ません。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

では、その他で何かありませんか。

こちらの課でいいと思うんだけれ○井本委員

ども、今度医療改革がなされて、リハビリの件

ですけれども、これが最長半年ですか、６カ月

ぐらいで切られるということで、現実を言って

くる人が、半年は短いと。症状固定ということ

で切ってしまうんでしょうけれども、実際のこ

とを言って経費を浮かさんがためにこういうこ

とをするんでしょうけれども、そのために今度

は介護保険の方に回したりとかいろいろ知恵を

使って、病名を変えたりとかしていろいろやっ
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ているみたいですけれども、そういうのは聞こ

えてきますか、どうですか。

以前出た問題だと思い○田中福祉保健部次長

ますけれども、いわゆる脳卒中後遺症とかいろ

んな部位によってリハビリテーション期間が違

うということだと思いますが、先月12月末に国

からも再度通知が来ましたけれども、リハビリ

テーションの効果があれば続けてもいいという

ような通知でございまして、決して期限が来た

から切ってもいいという話ではございませんの

で。

もう一回確認するけれども、効果○井本委員

があったとだれが認めるわけですか。医者が認

めるんですか。

医療リハビリテーショ○田中福祉保健部次長

ンを継続することにより状態の改善が期待でき

るものと判断された方については、算定できる

日数の上限を過ぎても医師の判断によりリハビ

リテーションを継続することが可能だというよ

うなことでございます。

それはきちっと出たんですね。法○井本委員

律的に政令か何かで出ているわけですね。

国からの通知で来てお○田中福祉保健部次長

ります。

ほかにありませんか。○中野一則委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上をもって福祉保健部を○中野一則委員長

終了いたします。執行部の皆様方、大変御苦労

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後０時０分休憩

午後０時１分再開

委員会を再開いたします。○中野一則委員長

何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、以上を○中野一則委員長

もって委員会を終了いたします。委員の皆様に

は大変お疲れさまでした。

午後０時１分閉会




